
第 4 6号 議 案
令 和 元 年 1 1月 2 7日 

任 用 給 与 課  

「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について 

  地方公務員法第５条第２項に基づき、令和元年11月26日付31議事第439号をもって東京

都議会議長より照会のあった議案（別添）に係る意見については、下記のとおり回答する。 

記 

議 案 名 

１ 第１８６号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

２ 第１８７号議案 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

の一部を改正する条例 

３ 第１８８号議案 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条

例の一部を改正する条例 

４ 第１９０号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する

条例の一部を改正する条例 

５ 第１９５号議案 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

意  見 

異議ありません。 
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１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

令和元年の人事委員会勧告に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  内           容 

勤 勉 手 当 

第21条の２第２項 

勤勉手当に関する

特例措置 

附則第３条 

 

 

【勤勉手当の支給割合の改正：勧告どおり】 

○ 第 21条の２第２項第１号から第３号まで（本則） 

○ 附則第３条（特例）：令和元年 12月期に適用 

（施行期日）：公布の日（令和元年 12月 24日予定） 

（施行期日）：ただし、令和元年 12月１日に遡及して適用 

（参考）                    （単位：月分） 

適用区分 現行 
Ｒ元.12のみ 

（特例） 

改正後 

（本則） 

再任用 

以外 

非管理職 1.00 1.05 1.025 

課長 1.20 1.25 1.225 

部長 1.30 1.35 1.325 

指定職 1.025 1.075 1.05 

再任用 

非管理職 0.475 0.50 0.525 0.475 0.50 0.525 0.525 0.50 

管理職 0.575 0.625 0.60 

指定職 0.525 0.575 0.55 
 

給 与 の 内 払 

附則第４条 

【勤勉手当の遡及適用に係る規定】 

改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定に

よる給与の内払とみなす。 

（施行期日）：公布の日（令和元年 12月 24日予定） 
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２ 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

令和元年の人事委員会勧告等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  内           容 

勤 勉 手 当 

第24条の２第２項 

勤勉手当に関する

特例措置 

附則第３条 

 

 

【勤勉手当の支給割合の改正：勧告どおり】 

○ 第 24条の２第２項第１号及び第２号（本則） 

○ 附則第３条（特例）：令和元年 12月期に適用 

（施行期日）：公布の日（令和元年 12月 24日予定） 

（施行期日）：ただし、令和元年 12月１日に遡及して適用 

（参考）                    （単位：月分） 

適用区分 現行 
Ｒ元.12のみ 

（特例） 

改正後 

（本則） 

再任用 

以外 

非管理職 1.00 1.05 1.025 

管理職 1.20 1.25 1.225 

再任用 
非管理職 0.475 0.50 0.525 0.475 0.50 0.525 0.525 0.50 

管理職 0.575 0.625 0.60 
 

等級別基準職務表 

別表第一 イ 

【主任栄養教諭設置に伴う規定整備】 

教育職給料表の３級の基準となる職務に「主任栄養教諭」を追加 

（施行期日）：令和２年４月１日 

給 与 の 内 払 

附則第４条 

【勤勉手当の遡及適用に係る規定】 

改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定に

よる給与の内払とみなす。 

（施行期日）：公布の日（令和元年 12月 24日予定） 
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３ 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例 

   令和元年の人事委員会勧告に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  内           容 

特定任期付職員に

対する給与条例等

の規定の適用 

第５条第１項 

   第２項 

期末手当に関する

特例措置 

附則第３項 

 

【期末手当の支給割合の改正：勧告どおり】 

〇 第５条第１項及び第２項（本則） 

〇 附則第３項（特例）：令和元年 12月期に適用 

（施行期日）：公布の日（令和元年 12月 24日予定） 

（施行期日）：ただし、令和元年 12月 1日に遡及して適用 

（参考）                （単位：月分） 

現行 
Ｒ元.12のみ 

（特例） 

改正後 

（本則） 

1.725 1.775 1.75 
 

給 与 の 内 払 

附則第４項 

【期末手当の遡及適用に係る規定】  

改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定に

よる給与の内払とみなす。 

（施行期日）：公布の日（令和元年 12月 24日予定） 

４ 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一

部を改正する条例 

   「３」と同様の改正を行う。 

５ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の

一部を改正する条例 

   地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  内           容 

職 員 の 派 遣 

第２条第２項第３号 

【地方公務員法の改正に伴う文言整備】 

「第 22条第１項」→「第 22条」 

「条件附採用」  →「条件付採用」 

施 行 期 日 

附則 
令和２年４月１日 
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～ 目 次 ～ 

１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（２頁） 

２ 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（４頁） 

３ 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

（６頁） 

４ 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

（８頁） 

５ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例 

（10頁） 

条 例 改 正 案 文 一 覧

別 添 
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～ 目 次 ～ 

１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（２頁） 

２ 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（３頁） 

３ 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

（４頁） 

４ 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

（６頁） 

５ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例

（７頁） 

条 例 改 正 新 旧 対 照 表

参 考 
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職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

（
勤
勉
手
当
） 

（
勤
勉
手
当
） 

第
二
十
一
条
の
二 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
一
条
の
二 

（
略
） 

 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

一 

前
項
の
職
員
の
う
ち
次
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
職
員
以
外
の
職 

員 

当
該
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
二
・
五
（
行
㈠
四
級
等
職
員

に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
二
十
二
・
五
、
行
㈠
五
級
等
職
員
に
あ
つ
て
は

百
分
の
百
三
十
二
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額 

一 

前
項
の
職
員
の
う
ち
次
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
職
員
以
外
の
職 

員 

当
該
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
（
行
㈠
四
級
等
職
員
に
あ
つ

て
は
百
分
の
百
二
十
、
行
㈠
五
級
等
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
三
十
）

を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額 

二 

前
項
の
職
員
の
う
ち
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
次
号

に
該
当
す
る
職
員
を
除
く
。） 

当
該
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
五

を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額 

二 

前
項
の
職
員
の
う
ち
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
次
号

に
該
当
す
る
職
員
を
除
く
。
） 

当
該
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百

二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額 

三 

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員 

当
該
再
任
用
職
員
の
給
与
月
額

に
百
分
の
五
十
（
行
㈠
四
級
等
職
員
及
び
行
㈠
五
級
等
職
員
に
あ
つ
て

は
百
分
の
六
十
、
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は

百
分
の
五
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額 

三 

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員 

当
該
再
任
用
職
員
の
給
与
月
額

に
百
分
の
四
十
七
・
五
（
行
㈠
四
級
等
職
員
及
び
行
㈠
五
級
等
職
員
に

あ
つ
て
は
百
分
の
五
十
七
・
五
、
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
十
二
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額 

３
及
び
４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 
３
及
び
４ 

（
略
） 

第
二
十
一
条
の
二
の
二
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
一
条
の
二
の
二
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 
第
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
勤
勉
手
当
） 

第
二
十
四
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一 

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員 

当
該
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分

の
百
二
・
五
（
教
育
五
級
等
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
十
二
・
五
）
を
乗
じ
て

得
た
額
の
総
額 

二 

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員 

当
該
再
任
用
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
五

十
（
教
育
五
級
等
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額 

 

３
及
び
４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
四
条
の
二
の
二
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
） 

 

イ 

教
育
職
給
料
表 

等
級
別
基
準
職
務
表 

職
務
の
級 

基
準
と
な
る
職
務 

一
級 

（
現
行
の
と
お
り
） 

二
級 

（
現
行
の
と
お
り
） 

三
級 

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又

は
特
別
支
援
学
校
の
主
任
教
諭
、
主
任
養
護
教
諭
又
は
主
任
栄
養
教
諭

の
職
務 

四
級 

（
現
行
の
と
お
り
） 

五
級 

（
現
行
の
と
お
り
） 

六
級 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

ロ
か
ら
ホ
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で 

（
略
） 

（
勤
勉
手
当
） 

第
二
十
四
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

一 

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員 

当
該
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分

の
百
（
教
育
五
級
等
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
十
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額 

 

二 

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員 

当
該
再
任
用
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
四

十
七
・
五
（
教
育
五
級
等
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
七
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た

額
の
総
額 

３
及
び
４ 

（
略
） 

第
二
十
四
条
の
二
の
二
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
） 

 

イ 

教
育
職
給
料
表 

等
級
別
基
準
職
務
表 

職
務
の
級 

基
準
と
な
る
職
務 

一
級 

（
略
） 

二
級 

（
略
） 

三
級 

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又

は
特
別
支
援
学
校
の
主
任
教
諭
又
は
主
任
養
護
教
諭
の
職
務 

 

四
級 

（
略
） 

五
級 

（
略
） 

六
級 

（
略
） 

 

ロ
か
ら
ホ
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三 

（
略
） 
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東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 
 

 
 

正 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 

行 
 

 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
等
の
規
定
の
適
用
） 

第
五
条 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
六
条
の
二

第
二
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、

第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

二
条
第
一
項
中
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当

並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に

定
め
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条
中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ

の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定
」
と
、
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第

五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の
二
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び

第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第

四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職

員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
、
指
定

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定

す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
十
九
条
の

二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
一
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採

用
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職

員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京

都
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
、
第
五

条
、
第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二

十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
） 

（
特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
等
の
規
定
の
適
用
） 

第
五
条 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
六
条
の
二

第
二
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、

第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

二
条
第
一
項
中
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当

並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に

定
め
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条
中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ

の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定
」
と
、
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第

五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の
二
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び

第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第

四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職

員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
、
指
定

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定

す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
十
九
条
の

二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
一
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採

用
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の

は
「
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京

都
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
、
第
五

条
、
第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二

十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
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規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る

の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及

び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任

期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
第
五
条

中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定
」

と
、
第
八
条
の
二
第
二
項
中
「
第
七
条
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
九
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
中
「
支
給
を
受
け
る
者
」
と
あ

る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
者
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中

「
支
給
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」

と
、
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
中
「
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及

び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
百
分
の

百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
中
「
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

第
六
条
及
び
第
七
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る

の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及

び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任

期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
第
五
条

中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定
」

と
、
第
八
条
の
二
第
二
項
中
「
第
七
条
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
九
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
中
「
支
給
を
受
け
る
者
」
と
あ

る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
者
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中

「
支
給
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」

と
、
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
中
「
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及

び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
百
分
の

百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
中
「
職

員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

第
六
条
及
び
第
七
条 

（
略
） 
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東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 
 

 
 

正 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 

行 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例
の
適
用
） 

第
八
条 

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二

条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
六
条
の
二
第
二
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
中
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ

る
の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用

及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
任

期
付
研
究
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条

中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規

定
」
と
、
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の

二
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と

あ
る
の
は
「
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、

第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職
員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
、
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
第
一
号
任

期
付
研
究
員
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員

又
は
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十

一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」

と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第

二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
、
第
二

十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と

す
る
。 

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
） 

（
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例
の
適
用
） 

第
八
条 

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二

条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
六
条
の
二
第
二
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
中
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ

る
の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用

及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
任

期
付
研
究
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条

中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規

定
」
と
、
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の

二
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と

あ
る
の
は
「
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、

第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職
員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
、
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
第
一
号
任

期
付
研
究
員
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員

又
は
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十

一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」

と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第

二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
、

第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」

と
す
る
。 

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
略
） 
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外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
条
例
第
十
二
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と

す
る
。 

  

一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

  

二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

三 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
条
件
付
採
用
に
な
つ
て
い
る
職
員

（
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
） 

  

四 

（
現
行
の
と
お
り
） 

  

五 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と

す
る
。 

  

一 

（
略
） 

  

二 

（
略
） 

三 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
件
附
採
用
に
な
つ
て

い
る
職
員
（
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。） 

  

四 

（
略
） 

  

五 

（
略
） 

第
三
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
略
） 
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地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

後

改

正

前

（
条
件
付
採
用
）

第
二
十
二
条

職
員
の
採
用
は
、
全
て
条
件
付
の
も
の
と
し
、
当
該
職
員
が
そ
の
職
に
お
い
て
六
月

を
勤
務
し
、
そ
の
間
そ
の
職
務
を
良
好
な
成
績
で
遂
行
し
た
と
き
に
正
式
採
用
に
な
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
等
は
、
人
事
委
員
会
規
則
（
人
事
委
員
会
を
置
か
な
い

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
条
件
付
採

用
の
期
間
を
一
年
に
至
る
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

（
条
件
付
採
用
及
び
臨
時
的
任
用
）

第
二
十
二
条

臨
時
的
任
用
又
は
非
常
勤
職
員
の
任
用
の
場
合
を
除
き
、
職
員
の
採
用
は
、
全
て
条
件

付
の
も
の
と
し
、
そ
の
職
員
が
そ
の
職
に
お
い
て
六
月
を
勤
務
し
、
そ
の
間
そ
の
職
務
を
良
好
な
成

績
で
遂
行
し
た
と
き
に
正
式
採
用
に
な
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
等
は
、

条
件
付
採
用
の
期
間
を
一
年
に
至
る
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

人
事
委
員
会
を
置
く
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
緊
急
の
場
合
、
臨
時
の
職
に
関
す
る
場
合
又
は
採
用
候
補
者
名
簿
（
第
二
十
一
条

の
四
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
昇
任
候
補
者
名
簿

を
含
む
。）
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
六
月
を
超
え
な
い
期
間
で
臨

時
的
任
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
任
用
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を

得
て
、
六
月
を
超
え
な
い
期
間
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
再
度
更
新
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
は
、
臨
時
的
任
用
に
つ
き
、
任
用
さ
れ
る
者
の
資
格
要
件

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

人
事
委
員
会
は
、
前
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
臨
時
的
任
用
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

５

人
事
委
員
会
を
置
か
な
い
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、
緊
急
の
場
合
又
は
臨
時

の
職
に
関
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
六
月
を
こ
え
な
い
期
間
で
臨
時
的
任
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
そ
の
任
用
を
六
月
を
こ
え
な
い
期
間
で
更
新
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
再
度
更
新
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

６

臨
時
的
任
用
は
、
正
式
任
用
に
際
し
て
、
い
か
な
る
優
先
権
を
も
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

７

前
五
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
。
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